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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
作
り
ま
せ
ん
か
？

行
政
職
員
だ
け
が
、
必
要
な
情
報
に
限
っ

て
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
は

税
や
年
金
な
ど
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
の
高

い
情
報
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。

Ｑ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
ら
ど

う
し
た
ら
い
い
の
？

Ａ
次
の
電
話
番
号
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０
‐
９
５
‐
０
１
７
８

紛
失
、
盗
難
に
よ
る
カ
ー
ド
の
一
時
利

用
停
止
に
つ
い
て
は
24
時
間
３
６
５
日
受

付
け
ら
れ
ま
す
。
併
せ
て
、
警
察
に
遺
失

届
を
出
し
て
、
受
理
番
号
を
控
え
て
く
だ

さ
い
。
そ
の
後
、
役
場
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
再
発
行
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

問
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

のの生活生活、、支援支援しますします

雄武町では、灯油や暖房器具、冬用衣料などの購入に際し、対象となる世帯へ助成券を交付しますので、助成
券を希望する人は受付期間内に申請ください。（本人が申請できない場合は、代理申請ができます。）
なお、新型コロナウイルス感染症が長期化し、自宅で過ごす時間が増えると、例年以上に灯油代等がかかるこ
とが予想されるため、今年度に限り、15,000円分を増額し、30,000円分の助成券（1世帯につき1,000円
券×30枚）を交付します。

対象世帯
11月1日現在で雄武町に住民登録があり、次のいずれかに該当する町
民税非課税世帯
・70歳以上の高齢者のみで構成される世帯(生計が独立していること)
・身障者手帳（1級または2級）の保持者がいる世帯
・療育手帳(Ａ判定 )の保持者がいる世帯
・精神障害者保健福祉手帳（1級）の保持者がいる世帯
・誕生日が平成14年4月2日以降の児童を養育しているひとり親世帯
（生計が独立していること）

対象外世帯
・課税世帯
・生活保護世帯
・福祉施設等入所者世帯
・医療機関入院者世帯 など

受 付 期 間 受 付 場 所 必要なもの
11月 10日㈫～令和３年 2月 26日㈮ 役場庁舎別館 (社会福祉係 ) ・印鑑

・身体障害者
手帳等の身
分証明書

11月 19日㈭ 9時 30分～ 11時 30分 日の出寿の家
11月 19日㈭ 13時 30分～ 15時 30分 幌内歴史と生活の家「まちの喫茶店」併設
11月 20日㈮ 9時 30分～ 11時 30分 音稲府地域住民センター
11月 20日㈮ 13時 30分～ 15時 30分 沢木住民センター「まちの喫茶店」併設
※「まちの喫茶店」は参加無料です。詳細については、本号折込チラシをご覧ください。（地域包括支援センター主催）

交 付 方 法 使 用 可 能 店 舗 購 入 可 能 物 使 用 期 限
対象世帯へ郵送 助成券裏面に記載 灯油、石炭、暖房器具、冬用衣料等 令和 3年 3月 20日㈯

問保健福祉課社会福祉係
☎84-2023

制度内容

対象世帯など

申請関係

助成券関係

3万円分の助成券を交付3万円分の助成券を交付

※助成券を使用した場合、おつりは支払われません。

↑マイナンバーカード（見本）

請
者
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

15
歳
未
満
の
人
の
場
合
は
必
ず
法
定
代

理
人
が
同
行
し
て
く
だ
さ
い
。

※
病
気
や
身
体
の
障
が
い
な
ど
の
や
む
を
得

な
い
理
由
で
本
人
の
来
庁
が
難
し
い
場

合
に
限
り
、
代
理
人
に
よ
る
受
け
取
り

が
で
き
ま
す
が
、
診
断
書
、
障
害
者
手

帳
、
入
院
や
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

事
実
を
証
す
る
書
類
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
仕
事
が
忙
し
い
な
ど
と
い
っ
た
場

合
は
や
む
を
得
な
い
理
由
に
該
当
し
ま

せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

⑹
暗
証
番
号
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

・
署
名
用
電
子
証
明
書
～
６
桁
以
上
16
桁
以

内
で
英
字
（
大
文
字
）
と
数
字
の
組
み

合
わ
せ

・
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
用
、
住
民
基

本
台
帳
用
、
券
面
事
項
入
力
補
助
用
～
数

字
4
桁
（
同
じ
番
号
を
設
定
で
き
ま
す
。）

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
ど
ん
な
カ
ー
ド
？

表
面
に
は
顔
写
真
と
、氏
名・

住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
な

ど
の
記
載
が
あ
る
、
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
付
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
カ
ー
ド
で
す
。

裏
面
に
は
平
成
27
年
度
に
通
知
さ
れ
た
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
（
12
桁
の
数
字
）
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
こ
ん
な
に
便
利

・
顔
写
真
付
き
の
公
的
な
身
分
証
明
書
と
し

て
利
用
で
き
ま
す
。

金
融
機
関
の
口
座
開
設
・
パ
ス
ポ
ー
ト

申
請
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
利
用
で

き
ま
す
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と
し

て
利
用
で
き
ま
す
。
持
っ
て
い
な
い
人
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
書
類
（
住
民
票

等
）
と
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
の
２

点
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

・
オ
ン
ラ
イ
ン
契
約
や
手
続
き
に
利
用
で
き

ま
す
。

確
定
申
告
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
な
ど
の
各

種
電
子
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
令
和
３
年
３
月
（
予
定
）
か
ら
、
健
康
保
険

証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
が
で
き

ま
す
。

戸
籍
住
民
係
窓
口
で
は
、

パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
お
持
ち
で
な
い
人
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
の
申
し
込
み
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
方
法

交
付
申
請
書
（
通
知
カ
ー
ド
に
添
付
さ
れ

て
い
ま
す
）
に
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
顔

写
真
を
貼
り
、
必
要
事
項
を
記
入
し
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
も
で
き
ま
す
の
で
、
顔
写
真
デ
ー
タ
を
ご

準
備
の
う
え
、
交
付
申
請
書
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
み
、
手
順
に
従
い
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
交
付
申
請
書
や
郵
送
用
の
封
筒
が
な
い
場

合
は
戸
籍
住
民
係
窓
口
で
お
渡
し
し
ま
す
。

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
方
法

申
請
か
ら
約
１
か
月
後
、
役
場
か
ら
「
交

付
通
知
書
」
が
届
き
ま
す
。
必
要
書
類
を

持
っ
て
戸
籍
住
民
係
窓
口
で
お
受
け
取
り

く
だ
さ
い
。

①
通
知
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
場
合
、
返
納
が

必
要
で
す
。）

②
交
付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
回
答
書
に
署
名

ま
た
は
記
名
押
印
が
必
要
で
す
。

③
本
人
確
認
書
類

※
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
（
官
公
署

発
行
の
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
を
が

な
い
人
は
、
保
険
証
、
年
金
手
帳
、
学
生

証
な
ど
が
２
点
必
要
に
な
り
ま
す
。）

④
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
場
合
、

返
納
が
必
要
で
す
。）

⑤
受
取
り
に
は
15
歳
未
満
の
人
も
必
ず
申

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
他
人
に
知
ら
れ
た
ら
ど

う
な
る
の
？

Ａ
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
で
本
人
確
認

を
行
う
た
め
、
他
人
が
手
続
き
を
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
知
ら
れ
て
も
個
人
情
報
を
調
べ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

Ｑ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
預
貯
金
額
や
医
療
情
報

な
ど
を
国
か
ら
監
視
さ
れ
る
の
？

Ａ
監
視
は
さ
れ
ま
せ
ん
し
、
で
き
な
い
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
手
続
き
を
受
付
け
る


